
平成２５年第５回函館市教育委員会定例会 会議録 
 

 

１ 

 

日  時 

 

平成２５年５月１４日（火） 午後１時３０分 

２ 場  所 教育委員室 

３ 出席委員 橋田委員長，河村委員，小葉松委員，佐藤委員，山本委員 

４ 欠席委員  

５ 事 務 局 政田生涯学習部長，小山学校教育部長，平井生涯学習部次長， 

對馬生涯学習部次長，渡邉管理課長 

６ 傍 聴 者 なし 

７ 付議事項  

日程第１ 議案第１号 函館市縄文文化交流センター条例の一部を改正する条例の制定依

頼に関し，議決を求めることについて 

日程第２ 議案第２号 図書館協議会委員の解任に関し，議決を求めることについて 

 議案第３号 図書館協議会委員の任命に関し，議決を求めることについて 

日程第３ 議案第４号 函館市学校教育審議会委員の解任に関し，議決を求めることにつ

いて 

 議案第５号 函館市学校教育審議会委員の委嘱に関し，議決を求めることにつ

いて 

 議案第６号 函館市就学指導委員会委員の解任に関し，議決を求めることにつ

いて 

 議案第７号 函館市就学指導委員会委員の委嘱に関し，議決を求めることにつ

いて 

日程第４ 議案第８号 旧古武井小学校の敷地の変更に関し，議決を求めることについて 

日程第５ 報 告 事 項 ・教職員の懲戒処分内申の結果について 

追加日程 報 告 事 項 ・平成 25年度労働費補正予算要求の内示結果について 

■橋田委員長 

○ 開会宣言  午後1時30分 

○ 議事録署名人に，河村委員，小葉松委員を選任。 

○ 本日の日程のうち，日程第1，議案第1号「函館市縄文文化交流センター条例の一部を改

正する条例の制定依頼に関し，議決を求めることについて」および日程第5，報告事項「教

職員の懲戒処分内申の結果について」さらに追加日程，報告事項「平成25年度労働費補正

予算要求の内示結果について」を「秘密会」としたいがいかがか。 

○ 異議がないので，秘密会とさせていただく。 

○ それでは，日程第1，議案第1号「函館市縄文文化交流センター条例の一部を改正する条

例の制定依頼に関し，議決を求めることについて」を諮る。 



       

   （秘密会につき，会議録省略） 

■橋田委員長 

○ 議案第1号は，原案のとおり可決する。 

○ 次に，日程第2，議案第2号「図書館協議会委員の解任に関し，議決を求めることについ

て」および議案第3号「図書館協議会委員の任命に関し，議決を求めることについて」を一

括諮る。 

 

■生涯学習部長 

○ 議案第2号および議案第3号の2件について，順次，説明する。 

○ まず，議案第2号「図書館協議会委員の解任に関し，議決を求めることについて」である

が，推薦団体からの申し出により，現委員 小林雄司 氏を，平成25年5月14日をもって解

任しようとするものである。 

○ 続いて，議案第3号「図書館協議会委員の任命に関し，議決を求めることについて」であ

るが，解任委員の後任として，千原治 氏を，平成25年5月14日から前任者の残任期間であ

る平成26年2月21日まで任命しようとするものである。 

 

 

■橋田委員長 

○ 議案第2号および議案第3号は，原案のとおり可決する。 

○ 次に，日程第3，議案第4号「函館市学校教育審議会委員の解任に関し，議決を求めるこ

とについて」から議案第7号「函館市就学指導委員会委員の委嘱に関し，議決を求めること

について」までを一括諮る。 

 

■学校教育部長 

○ 議案第4号から議案第7号までの4件について，順次，説明する。 

○ まず，議案第4号「函館市学校教育審議会委員の解任に関し，議決を求めることについ

て」であるが，推薦団体からの申し出により，現委員 小松一保 氏ほか５名を，平成25

年5月14日をもって解任しようとするものである。 

○ 続いて，議案第5号「函館市学校教育審議会委員の委嘱に関し，議決を求めることについ

て」であるが，解任委員の後任として，大堂譲 氏ほか５名を，平成25年5月14日から前任

者の残任期間である平成25年8月31日まで委嘱しようとするものである。 

○ 続いて，議案第6号「函館市就学指導委員会委員の解任に関し，議決を求めることについ

て」であるが，推薦団体からの申し出により，現委員 溝口幸司 氏および小田島一典 

氏の2名を，平成25年5月14日をもって解任しようとするものである。 

○ 続いて，議案第7号「函館市就学指導委員会委員の委嘱に関し，議決を求めることについ

て」であるが，解任委員の後任として，函館市小学校校長会の黒田仁志 氏および北海道

函館児童相談所 指導援助課長の阿部俊一 氏の2名を，平成25年5月14日から前任者の残

任期間である平成26年5月25日まで委嘱しようとするものである。 

○ 解任しようとする溝口幸司氏は，函館特別支援教育研究会からの推薦によるものであっ

たが，函館市小学校校長会会長として委員に就任していただいている須藤由司氏があらた

めて函館特別支援教育研究会から新たに推薦されたので，函館市小学校校長会からは，黒

田仁志氏が推薦されたということになっている。 

 



 

■橋田委員長 

○ 議案第4号から議案第7号までは，原案のとおり可決する。 

○ 次に，日程第4，議案第8号「旧古武井小学校の敷地の変更に関し，議決を求めることに

ついて」を諮る。 

 

 

■生涯学習部長 

○ 議案第8号「旧古武井小学校の敷地の変更に関し，議決を求めることについて」説明す

る。 

 

○ このたび，経済部から，旧古武井小学校の敷地の一部を民間事業者による大規模太陽光

発電所の用地として利用したいとの依頼があったので，一部，教育財産を廃止し，経済部

に移管しようとするものである。 

○ 4枚目の航空写真の中央に白く見えるのが，校舎と体育館であり，その左側に赤く網掛け

をした部分が，今回移管しようとする土地で，敷地面積4万2千89㎡のうち，2万8千751.86

となっている。 

○ 古武井小学校は，平成16年度の学校統合によって閉校となっており，校舎の一部を文化

財保管庫として使用しているが，グラウンド敷地については，現在は使用しておらず，今

後においても特に使用する予定がないことから，教育活動への支障がないものと判断し，

経済部に移管しようとするものである。 

 

 

■橋田委員長 

○ 議案第8号について何かあるか。 

 

 

■河村委員 

○ 閉校しているのであれば，将来的に建物はどうなるのか。 

 

 

 

■生涯学習部長 

○ 市全体の公の施設のあり方については，財務部が中心となって検討している。校舎等の

利活用についても，その中で整理されることとなっている。 

 

 

■橋田委員長 

○ 議案第8号は，原案のとおり可決する。 

○ 次に，日程第5，報告事項「教職員の懲戒処分内申の結果について」報告を求める。 

 

   （秘密会につき，会議録省略） 

 

■橋田委員長 



○ 次に，追加日程，報告事項「平成25年度労働費補正予算要求の内示結果について」報告

を求める。 

 

   （秘密会につき，会議録省略） 

 

■終了宣言 

○ 午後2時40分 

 
 

議事録署名人  河 村 祥 史 

〃     小葉松 洋 子 

 

調製者庶務係  水 山   学 

 


